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違反広告物撤去活動について

○違反広告物撤去活動とは

  越谷市屋外広告物条例の規定に違反して掲出されている広告物であって、その広

告物が貼り紙・貼り札・広告旗・立看板などの簡易な広告物である場合には、屋外

広告物法の規定により所有者に伝えることなく、すぐさま撤去することができます。

これを「違反広告物撤去活動」といいます。現在、越谷市、市民ボランティアによ

る簡易除却推進員、建設業協会・建設推進協同組合などで構成された屋外広告物対

策協議会により定期的に活動を行っています。違反広告物は良好な景観を損ねるだ

けでなく、交通や通行の妨げとなり事故などに繋がるおそれがあるため対策を講じ

る必要があります。不動産業者の貼り紙等が多いことから、宅建業協会越谷支部に

協力いただき、撤去活動と平行して注意文の配布も行なっています。

○違反広告物簡易除却枚数

 ①越谷市違反広告物簡易除却推進員（市民ボランティア）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

貼り紙 ８７５ ７５７ ９５６ １,４７６

貼り札 １，７９０ ２,６５１ ２，０４８ １,２２２

広告旗 ３ ９ ０ １

立看板 １３ ３ ３ ２０

合計 ２，６８１ ３，４２０ ２，９６７ ２，７１９

 ②越谷市屋外広告物対策協議会

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

貼り紙 １，０７１ １，０７１ １，３１５ １，０２１

貼り札 １，３４６ １，８１７ ２，１６８ １，７１３

広告旗 ５ ０ ４３ ７

立看板 ２２ １４ １ ２４１

合計 ２，４４４ ２，９０２ ３，５２７ ２，９８２


